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森林簿の見方

１ 計画区・市町村
（１）各計画区名、各市町村名が表示される。

例）阿武隈川 福島市

２ 林班・準林班・小班・枝番・樹種番号
（１）林班

システムの制約上、「林班」については地区（旧市町村）の情報を含めて４
桁で表現している。このため、地区（旧市町村）のある市町村とそうでない
市町村ではこの表示が異なる。
地区（旧市町村）のある市町村は、林班番号の先頭にアルファベットが追加
され、残りがゼロ埋め３桁で表示される。なお、アルファベットはこれまで
の地区（旧市町村）順にＡから割り振っている。
例）福島市の地区”福島”の１林班 → 「A001」
一方で、地区（旧市町村）のない市町村は、林班はゼロ埋めなしで表示され
る。
例）川俣町10林班 → 「10」

（２）準林班
準林班は、本県における使用はないが、森林クラウドの性質上入力が必要な
項目のため、一律で「ｲ」を設定している。

（３）小班
林班内の１地番毎又は、林相区分がある場合にはその林相区分毎に付けられ
た番号。
小班番号は、林班毎に連続で付す。小班番号は固定され、追加があった場合
は末尾の小班番号から順次追加される。また、削除があった場合は番号に飛
びが生じる。

（４）枝番
小班の枝番であり、システムの入力に際して発生する。
一つの地番を分割して作られた小班には順に「１」「２」と表示される。分
割のない小班については「０」が表示される。

（５）樹種番号
小班の森林現況に応じて「１～３」の数字が表示される。
例）森林現況（樹種）が一つのとき：１と表示された１行が表示

森林現況（樹種）が二つ以上（混交林）のとき：１と表示された行と２
と表示された行の２段で表示される。

３ 大字・字・地番
（１）大字・字

大字は、「地区」がある市町村については「地区＋大字」で表示される。
例）福島市立子山 → 福島立子山
字は、該当する字名が表示される。

（２）地番（地番区分）
地番１（上段）が地番元番、地番２（下段）が地番枝番で表示される。
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個人情報に該当するため，個人情報なしの申請の場合は空欄となる。

４ 所有形態
森林（立木）の所有形態を示している。
「森林計画コード表」の区分名で表示される。
※下記のコードについては、括弧内の記載に注意すること。

都道府県（県有林、県行造林、水源林、県民の森、県立学校）
市 町 村（市町村有林、市町村立学校林等）
森林組合（施設森林組合、生産森林組合を含む）
学 校（私立学校）
公 社（（公社）ふくしま緑の森づくり公社との分収造林）
そ の 他（青年会、婦人会、消防団、老人クラブ等の任意団体）
公 団（旧緑資源機構との分収造林）
（現在の（国研）森林総合研究所森林整備センター。緑資源公団と記載さ
れている場合もあり）

※ 官行造林、部分林は対象外である。

５ 所有者
（１）在不在

森林（立木）所有者の在村・不在村を示す。在村の場合は「在村」、不在村
のうち都道府県内の場合は「不内」、都道府県外の場合は「不外」と表示さ
れる。また、不明の場合は「不明」と表示される。

（２）林地所有者
林地所有者名(旧システムにおける「土地所有者」)について、カナが上段、
漢字が下段に表示される。
また，共有者がいる場合、林地所有者欄に「（代表者名） 外○○名」と表
示される。
漢字とカタカナで表示されるが、片方しか記載がない場合もある。
個人情報に該当するため，個人情報なしの申請の場合は空欄となる。

（３）立木所有者
立木所有者名(旧システムにおける「森林所有者」)について、カナが上段、
漢字が下段に表示される。
また，共有者がいる場合、立木所有者欄に「（代表者名） 外○○名」と表
示される。
漢字とカタカナで表示されるが、片方しか記載がない場合もある。
個人情報に該当するため，個人情報なしの申請の場合は空欄となる。

（４）実質管理者
実質管理者名(旧システムにおける「森林所有者」)について、カナが上段、
漢字が下段に表示される。
また，共有者がいる場合、実質管理者欄に「（代表者名） 外○○名」と表
示される。
漢字とカタカナで表示されるが、片方しか記載がない場合もある。
個人情報に該当するため，個人情報なしの申請の場合は空欄となる

（５）住所
林地所有者（立木所有者、実質管理者）の住所が表示される。
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６ 森林の種類
「森林計画コード表」の「森林の種類」が表示される。
該当する森林の種類が複数ある場合には、３種類までその名称が表示される。
例）普通林のみ 「普通林」

水源かん養保安林と保健保安林の兼種 「水かん」・「保健」
「その他」の詳細は３０(２)独自項目２を参照

７ 小班面積
該当する小班の面積が０．０１～９９９．９９haで表示される。
「樹種番号」が２以上の場合も、「樹種番号」が１の時と同じ小班面積が表示さ
れる。

８ 林種
「森林計画コード表」の「林種」が頭文字のアルファベットで表示される。
例）人工林「Ｊ」、天然林「Ｔ」、伐採跡地「Ａ」

９ 施業区分
「森林計画コード表」の「施業方法」がアルファベットで表示される。
例）育成単層林「Ｓ」、育成複層林「Ｐ」、天然生林「Ｎ」

１０ 層区分
上層木であれば「上」、下層木であれば「下」が表示される。
それ以外の場合は空欄となる。

１１ 樹種
「森林計画コード表」の「樹種」がカタカナで表示される。

１２ 面積歩合
小班面積と樹種面積の案分割合が表示される。
例）小班面積＝樹種面積であれば「１００」

１３ 樹種面積
小班に該当する樹種の面積が表示される。

１４ 林齢
（１）立木地の場合、林齢が１～９９９年生まで表示される。

（異齢林の場合は平均林例をもって表示される）
（２）未立木地等の場合は現状となってからの経過年数が表示される。

１５ 齢級
林齢を５年毎で案分した齢級が表示される。

１６ 樹冠疎密
「森林計画コード表」の「樹冠疎密度」の区分が表示される。

１７ 平均樹高
小班に該当する樹種の樹高が表示される。

１８ 材積（m３）
ｈａ当たり材積×面積×樹冠疎密度で算出し、表示される。ｈａ当たりの材積は林
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分材積表による。
（１齢級の場合は、材積が算出されないので表示されない）
※竹については、ha当り束数×面積で算出している。ha当たりの束数は800となっ
ている。

１９ 成長量（m３）
総材積×当該年度成長率（林分材積表）で算出し、表示される。

（１齢級の場合は、総材積が算出されないので表示されない）

２０ 地位
林地の材積生産力を示す等級（地位級）を以下の区分で表示している。
上・・・「１」、中・・・「２」、下・・・「３」、上の上・・・「４」と林班
単位に表示される。（浜通り、中通り（郡山湖南を除く）のスギについては上の
上「４」が存在するが成長量は上「１」と同じ）

２１ 林道からの距離
木材搬出に対する位置の有利性を示す地利を、樹種に関係なくその林班の中心か
ら林道までの距離について、林班単位で「森林計画コード表」の「小班地利」に
ついて表示される。
例）５００ｍ未満「０」、５００ｍ以上１０００ｍ未満「５００」、１０００ｍ
以降は１０００ｍ刻みで３０００ｍまで表示される。

２２ 傾斜
「森林計画コード表」の「小班傾斜」が５°刻みで０～４５の値が表示される。

２３ 伐採方法
「森林計画コード表」の伐採方法の区分がアルファベットで表示される。
例）皆伐「Ｋ」、択伐「Ｔ」、禁伐「Ｎ」、その他「Ｏ」

２４ 更新方法
「森林計画コード表」の更新方法の区分がアルファベットで表示される。
例）新植「Ｓ」、天然下種「Ｔ」、ぼう芽「Ｂ」、更新困難地「Ｋ」

２５ 公益的機能別区分
市町村森林整備計画で定められた公益的機能別施業森林等を下記の区分に該当があ
る場合は「１」、該当がない場合は「０」が表示される。
(１)水源涵養機能維持増進森林…………………………………帳票表示「水かん」
（水源の涵養の機能増進を図るための森林施業を推進すべき森林）

(２)山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林………………帳票表示「災防土保」
（土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべき森林）
(３)快適環境形成機能維持増進森林……………………………帳票表示「快適環境」
（快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林）
(４)保健機能維持増進森林………………………………………帳票表示「保健文化」
（保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林）

(５)木材等生産機能維持増進森林………………………………帳票表示「木材生産」
（木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林）

(６)その他………詳細は３０(４)独自項目４参照
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２６ 施業方法
「森林計画コード表」の「公益的機能別施業方法森林等施業方法」の区分がアル
ファベットで表示される。
例）伐 期 延 長・・・伐期延長森林「Ｓ」

長伐期施業森林「Ｔ」
複 層 林・・・複層林施業森林（択伐以外）「Ｋ」

複層林施業森林（択伐）「Ｈ」
特定広葉樹・・・特定広葉樹育成森林「Ｍ」

２７ 経営計画
「森林計画コード表」の「森林経営計画（認定権者）」の区分が表示される。
例）市 町 村 認 定・・・市町村長

都道府県知事認定・・・知事
農林水産大臣認定・・・大臣

無 ・・・無
不 明 ・・・不明

２８ 分収林
「森林計画コード表」の「分収林」区分が表示される。
例）分収造林・・・分造

分収育林・・・分育

２９ 施業履歴（直近）
施業履歴管理機能を使用して入力した施業履歴を森林簿と連携した際に表示され
る項目。（※現時点での表示はなし）
例）伐採種・・・間伐（切捨）「切捨間」等の伐採種が表示される。

伐採年・・・伐採を実施した年度が和暦表示される。
保育種・・・「下刈」等の保育種が表示される。
保育年・・・保育を実施した年度が和暦表示される。

３０ 独自項目
標準森林簿には項目がないが、事業の実施等に必要な項目を表現している項目。

（１）独自項目１：旧システムで表示していた林相区分
同一地番で林況等が異なる場合、「ｲ、ﾛ、ﾊ・・・」で表示される。
「・・・ﾋ、ﾓ、ｾ、ｽ」と最後まで一巡すると「Aｲ、Aﾛ、Aﾊ・・・」で表示される。

（２）独自項目２：森林の種類
上記項目６では表現しきれない以下を表示している。
例）「32：地すべり防止法によるぼた山防止地区」

「33：急傾斜地崩壊地区」
「72：風致地区」

（３）独自項目３：森林の機能
森林の機能は、木材等生産機能、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境

保全機能、保健文化機能の５区分で構成されている。
このうち木材等生産機能・水源かん養機能・生活環境保全機能は基本的に林班単位

で指定される。
機能の評価を機能の分類の順に左詰め５ケタで表示。
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例）「１１１２２」
木材等生産・水源かん養・山地災害防止機能が高い、生活環境保全・保健文化機

能が低い森林である。

➀機能の分類
ア 木材等生産機能

木材等生産森林で生産される資源を培養する機能。

イ 水源かん養機能
水資源を保持し渇水を緩和するとともに洪水流量等を調節する機能。

ウ 山地災害防止機能
自然現象等による土砂崩壊、土砂流出等の山地災害の発生その他表面浸食等山

地の荒廃化を防止し、土地を保全する機能。

エ 生活環境保全機能
生活環境の悪化を防止し、快適な生活環境を保全・形成する機能。

オ 保健文化機能
保健、文化及び教育活動に寄与する機能及び自然環境を保全形成する等の機能。

②機能の評価

※森林の機能別調査要領で言う外的基準：高い→１、中位→２、低い→３

（４）独自項目４：市町村森林整備計画における市町村独自ゾーニング
市町村森林整備計画で市町村が独自に定めた２５公益的機能別施業森林を下記の区

分により表示。

➀その他の公益的機能の維持増進を図るための施業を推進すべき森林（大玉村のみ）
帳票表示「他」

②千年の森（古殿町のみ）
帳票表示「千」

③展望の森（古殿町のみ）
帳票表示「展」

④天しぼの森（古殿町のみ）
帳票表示「天」

⑤野生鳥獣害被害防止森林（国見町のみ）
帳票表示「鳥」

機能区分 評価（高い） 評価（低い）

木材等生産機能 コード「１」・「２」 コード「３」

水源かん養機能 コード「１」 コード「２」

山地災害防止機能 コード「１」 コード「２」

生活環境保全機能 コード「１」 コード「２」

保健文化機能 コード「１」 コード「２」
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（５）独自項目５：樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林
地域森林計画において該当がある場合は「１」を表示。



森林計画コード表
令和３年３月



福 島 県 市 町 村 地 区 コ ー ド 表
令和３年３月現在

コ ー ド 市 町 村 コ ー ド 市 町 村 コ ー ド 市 町 村 コ ー ド 地 区 等

市 部 市 部 西 白 河 郡 （県南） 森 林 計 画 区

２０１ １ 福 島 市 福 島 ２１２ １ 南相馬市 原 町 ４６１ ０ 西 郷 村 ３１ 磐 城
２ (県北) 松 川 ２ (相双(旧原町))鹿 島 ４６４ ０ 泉 崎 村 ３２ 阿武隈川
３ 信 夫 ３ 小 高 ４６５ ０ 中 島 村 ３３ 会 津
４ 吾 妻 ４６６ ０ 矢 吹 町 ３４ 奥 久 慈
５ 飯 野 ２１３ １ 伊 達 市 伊 達

２ (県北) 梁 川
２０２ １ 会 津 若 松 市 会 津 若 松 ３ 保 原 東 白 川 （県南） 農 林 事 務 所

２ （会津(会津若松))河 東 ４ 霊 山
５ 月 舘 ４８１ ０ 棚 倉 町 １ 県 北

２０３ １ 郡 山 市 郡 山 ４８２ ０ 矢 祭 町 ２ 県 中
２ (県中) 安 積 ４８３ ０ 塙 町 ３ 県 南
３ 三穂田 ２１４ １ 本 宮 市 本 宮 ４８４ ０ 鮫 川 村 ４ 会津(旧喜多方)
４ 逢 瀬 ２ (県北) 白 沢 ５ 会津(旧会津若松)
５ 片 平 石 川 郡 （県中） ６ 南 会 津
６ 喜久田 伊 達 郡 （県北） ７ 相双(旧原町)
７ 日和田 ５０１ ０ 石 川 町 ８ 相双(旧富岡)
８ 富久山 ３０１ ０ 桑 折 町 ５０２ ０ 玉 川 村 ９ い わ き
９ 湖 南 ３０３ ０ 国 見 町 ５０３ ０ 平 田 村

１０ 熱 海 ３０８ ０ 川 俣 町 ５０４ ０ 浅 川 町
１１ 西 田 ５０５ ０ 古 殿 町
１２ 中 田
１３ 田 村 安 達 郡 （県北） 田 村 郡 （県中）

２０４ １ いわき市 平 ３２２ ０ 大 玉 村 ５２１ ０ 三 春 町
２ (いわき) 常 磐 ５２２ ０ 小 野 町
３ 小名浜 岩 瀬 郡 （県中）
４ 内 郷 双 葉 郡（相双(旧富岡)）
５ 勿 来 ３４２ ０ 鏡 石 町
６ 遠 野 ３４４ ０ 天 栄 村 ５４１ ０ 広 野 町
７ 田 人 ５４２ ０ 楢 葉 町
８ 好 間 南 会 津 郡 （南会津） ５４３ ０ 富 岡 町
９ 小 川 ５４４ ０ 川 内 村

１０ 三 和 ３６２ ０ 下 郷 町 ５４５ ０ 大 熊 町
１１ 四 倉 ３６４ ０ 桧 枝 岐 村 ５４６ ０ 双 葉 町
１２ 川 前 ３６７ ０ 只 見 町 ５４７ ０ 浪 江 町
１３ 久之浜 ５４８ ０ 葛 尾 村
１４ 大 久 ３６８ １ 南会津町 田 島

２ 舘 岩 相 馬 郡（相双(旧原町)）
２０５ １ 白 河 市 白 河 ３ 伊 南

２ (県南) 表 郷 ４ 南 郷 ５６１ ０ 新 地 町
３ 東 ５６４ ０ 飯 舘 村
４ 大 信 耶 麻 郡 （会津(旧喜多方)）

森林計画区と農林事務所の関連
２０７ １ 須賀川市 須賀川 ４０２ ０ 北 塩 原 村 磐 城 森 林 計 画 区

２ (県中) 長 沼 ４０５ ０ 西 会 津 町 ○相双・いわき
３ 岩 瀬 阿武隈川森林計画区

耶 麻 郡 （会津(旧会津若松)） ○県北・県中・県南（白河市と西白河郡）
２０８ １ 喜多方市 喜多方 会 津 森 林 計 画 区

２ (会津(旧喜多方))熱 塩 加 納 ４０７ ０ 磐 梯 町 ○会津・南会津
３ 塩 川 ４０８ ０ 猪 苗 代 町 奥久慈森林計画区
４ 山 都 ○県南（東白川郡）
５ 高 郷 河 沼 郡 （会津(旧会津若松)）

２０９ ０ 相 馬 市 ４２１ ０ 会津坂下町 ※市町村コードは、「地方公共団体コード」による。
(相双(旧原町)) ４２３ ０ 柳 津 町 ただし、地区は、森林計画計画課にて作成した。

※広域流域コード及び森林計画区コードは、「地域森
２１０ １ 二本松市 二本松 大 沼 郡 （会津(旧会津若松)） 林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務

２ (県北) 安 達 の取扱の運用について」（平成12年5月8日付け12林
３ 岩 代 ４４４ ０ 三 島 町 野計第188号林野庁長官通知）の附録第４号「森林簿
４ 東 和 ４４５ ０ 金 山 町 及びその他必要な図面の作成要領」による。

４４６ ０ 昭 和 村 ※農林事務所コードは、地方振興局順に則って、森林
２１１ １ 田 村 市 滝 根 計画課で作成した。

２ (県中) 大 越 ４４７ １ 会 津 美 里 町 会 津 高 田
３ 都 路 ２ 会 津 本 郷
４ 常 葉 ３ 新 鶴
５ 船 引
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時点

施業方法

林地所有者ｶﾅ 立木所有者ｶﾅ 管理実施者ｶﾅ 1 2 3

林地所有者漢字 立木所有者漢字 管理実施者漢字 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5)

ﾌｸｼﾏ　ﾀﾛｳ 福島県 福島市 杉妻町２－１６ ﾌｸｼﾏ　ｼﾞﾛｳ 福島県 福島市 杉妻町２－１６ ﾌｸｼﾏ　ｼﾞﾛｳ 福島県 福島市 杉妻町２－１６ 普通林

福島　太郎 福島　次郎 福島　次郎

29
30

森　　　　　　　林　　　　　　　簿　　　　　　（例）

20 21 22 23 24

25
26 27 2811 12 13 14 15 16 17 18 19５(5)５(2) ５(3) ５(4) 6 7 8 9 101

2 3

(1)

森林簿の見方との対応表

4 5(1) ５(5) ５(5)

2020/4/1
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森林の種類

2

5

(2)

阿武隈川 福島市 A140 ｲ 40 0 1 福島立子山 ○○ 都道
府県

在村 1.00 J S スギ 100 1.00 50 10 密 20 200 0 1 1000 15 Ｋ Ｓ 1 0 0 0 1 Ｓ 無 分造 11112272:風致地区ﾛ

森林簿は、県が森林資源の把握のために利用しているものであるため、
現地において実測や確認を行ったものではなく、必ずしも正しく表示しているとは限りません。 1


